
敦賀市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 地域に内在するさまざまな生活課題、社会福祉資源等について総合 

的な観点から検討し、幅広い市民の参加と主体的な地域福祉の推進のため

の方策として敦賀市地域福祉計画（以下「計画」という。）をまとめるため、

敦賀市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）アンケート結果及び地域福祉課題の検討 

（２）基本目標及び体系の検討 

（３）計画素案の検討 

（４）計画全体の調整 

（５）その他計画策定に必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。  

（１）学識経験者 

（２）各種団体が推薦する者 

（３）公募による市民の代表者 

（４）その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条  委員の任期は、委嘱の日から令和２年３月３１日までとする。 

ただし、計画の策定が完了した場合には、その日をもって任期満了とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代 

理する。 



 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。 

２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことがで 

きない。 

３ 委員長は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。 

４ 委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会への出席を求め、説明又 

 は意見を聴くことができる。 

 （事務局） 

第７条 委員会の事務局は、福祉保健部地域福祉課に置く。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、 

委員長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年５月７日から施行する。 


